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 ３．年金手続きについて                 
 

【1】組合員種別と資格喪失について 

1.組合員種別 

公立学校共済組合の組合員は、任用形態によって適用される社会保険制度が異なります。 

年金手続きにかかる主な組合員の種別と適用される制度、任用形態は下記のとおりです。 

組合員種別 
社会保険制度 

主な任用の形態 
年金 健康保険 

一般組合員 公立学校共済組合 公立学校共済組合 
常勤一般職員・再任用フル

タイム職員、任期付職員 

短期組合員 日本年金機構 公立学校共済組合 

再任用短時間職員（20H

超）・臨時的任用職員 

※非常勤職員 

※非常勤職員の社会保険適用には週 20 時間以上勤務、報酬月額 8,800 円、雇用期間 2 ヵ月 1 日

以上の条件あり。 

   

  2.組合員資格の喪失  

    組合員は定年退職後、就職しない等により、組合員資格を喪失しますが、それ以外にも、任用

替えにより上記の組合員種別が変更となる際は、いったん前資格を喪失し、新たな任用に応じた

組合員資格を取得することとなります。 

    一般組合員から短期組合員に組合員種別が変わる場合、適用される年金制度のみが公立学校共

済組合から日本年金機構に変わるので、健康保険にかかる資格は喪失しませんが、年金に関する

組合員資格は喪失し、次頁以降の手続きが必要となります。 

 

   ・退職に伴い組合員種別が変更になる例 

① 常勤職員【一般組合員】→再任用短時間職員（20H 超）【短期組合員】 

② 常勤職員【一般組合員】→臨時的任用職員【短期組合員】 
③ 常勤職員【一般組合員】→非常勤職員（社会保険適用時のみ）【短期組合員】 

 
詳しくは P.4 ２．手続き早見表（令和 4 年度末退職に伴うもの）【1】でご自身のパターンをご確

認ください。 
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【２】年金に関する手続きの種類 

１.年金の支給開始年齢（※）に到達する前に退職（年金の組合員資格を喪失）

する場合 ➡ 待機登録 

「退職届書」の提出により、共済組合員としての加入期間（公務員厚年）や給料額などの年金を決

定するために必要な情報が整備され、共済組合本部に年金待機者として登録されます。 
 

2. 年金の支給開始年齢（※）に到達した後に退職（年金の組合員資格を喪失）

する場合 ➡ 退職改定 

（１）老齢厚生年金（特別支給）の請求をしている場合 

「年金改定請求書」の提出により、退職日までの期間を加算して年金の改定処理が行われます。 
 

（２）老齢厚生年金（特別支給）は未請求だが、退職前に受給開始年齢に到達している場合 

「年金請求書」と「退職改定請求書」の提出により、受給権発生時（支給開始年齢となる誕生日の

前日）の年金裁定と、退職日までの期間を加算する改定処理が行われます。 
 

 

 

３.他府県の公立学校共済組合や、他の公務員共済組合に異動する方 
 「転出届書」の提出により、新たに加入する公務員共済組合に年金記録が引き継がれます。 

 （注）退職後、引き続き他府県の公立学校共済組合等へ一般組合員（健康保険・年金とも共済加入）

として異動する方が対象です。 

 
▼60歳                   ▼65歳 

昭和 24年 4 月 2日 ～
昭和 28年 4 月 1日生まれ 

特別支給の退職共済年金         
本来支給の退職共済年金 
または、老齢厚生年金  

   老齢基礎年金 
 

▼61歳                ▼65歳
昭和 28年 4 月 2日 ～
昭和 29年 10月 1日生まれ 

 
 特別支給の退職共済年金 老齢厚生年金  

   老齢基礎年金 
 
                    ▼61歳                ▼65歳 
昭和 29年 10月 2日 ～ 
昭和 30年 4 月 1日生まれ 

 
 

特別支給の老齢厚生年金  老齢厚生年金  

   老齢基礎年金 
 

▼62歳            ▼65歳 
昭和 30年 4 月 2日 ～
昭和 32年 4 月 1日生まれ 

 
特別支給の老齢厚生年金 老齢厚生年金  

  老齢基礎年金 
 
                                 ▼63歳      ▼65歳 
昭和 32年 4 月 2日 ～
昭和 34年 4 月 1日生まれ 

 
    老齢厚生年金  

  老齢基礎年金 
 
                                ▼64歳 ▼65歳 
昭和 34年 4 月 2日 ～
昭和 36年 4 月 1日生まれ 

 
  老齢厚生年金  

  老齢基礎年金 
 

▼65歳 

昭和 36年 4 月 2日 以降の生まれ  老齢厚生年金  

 老齢基礎年金 

【（※）年金受給開始年齢】 
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【３】退職にあたっての手続き 

１．定年（60 歳）退職（年金の組合員資格を喪失）をする方 

昭和 37年 4月 2日～昭和 38年 4月 1日生まれの方 
 
（手続きの流れ） 

①  令和 4年 12月以降に、各個人あての封筒が所属所に届きます。 
 

 
 

【配付物】 ・年金手続きのしおり … 履歴書（様式）あり 

       ・「退職届書（共済組合提出用）」 

 

 
②  履歴書は、各教育委員会の通知に従い作成（帳票等）し、各教育委員会に提出してください。 

（退職手当の請求にも必要となります。 ）＜P.15 参照＞ 
 

③ 「繰上げ支給の老齢厚生年金（P.35 参照）」を請求する方は、年金手続きのしおりに掲載してい

る「老齢厚生年金等 繰上げ請求申込書」を、令和 5年 2月 15日までに公立学校共済組合大阪支

部 年金グループに提出してください。 
     おって、必要書類を 3月上旬に送付します。 

    
④ ③の「繰上げ支給の老齢厚生年金（P.35 参照）」を請求しない方は「退職届書（共済組合提出用）」

を、令和 5年 3月末までに公立学校共済組合大阪支部 年金グループに提出してください。 
 

提出が 
必要な方 

令和 5年 3月の定年退職で公立学校共済組合の一般組合員資格を喪失する者 ※１ 

（例）R5.4 以降の勤務：就職しない、再任用短時間勤務、臨時的任用職員、民間

就職など 

提出が 
不要な方 

令和 5年 4月以降も引き続き公務員の共済組合の一般組合員資格を有する者 

(例) R5.4以降の勤務：再任用フルタイム勤務、任期付職員※２、転出者※３ 

※１ 任意継続組合員は、短期給付（医療保険）のみの制度なので、「退職届書」の提出は必要です。 

※２ 任期付職員（育児休業、配偶者同行休業代替）は、退職後 9日以内に同じ任命権者に採用される場合

は資格が継続されますので、 「退職届書」の提出は不要です。 

※３ 転出者は P.14 を参照してください。 

 

⑤ 公立学校共済組合本部から「年金待機者登録通知書」及び「年金待機者になられた皆さまへ」

のリーフレットが届きます。（ 所要期間：退職届提出後 約 6 か月～12 か月程度 ） 
       「年金待機者登録通知書」には、今後の問い合わせの際に必要となる待機者番号が記載されて

いますので、大切に保管してください。 
 

⑥ 年金受給開始年齢になる直前に、公立学校共済組合本部から年金請求書などの案内が自宅に届

きます。 

ただし、退職後に、他の厚生年金制度に加入された場合は、最後に加入した年金実施機関（日

本年金機構や他の共済組合等）から請求書類が届きます。  ＜P.17 参照＞ 
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２．定年（60 歳）前に退職（年金の組合員資格を喪失）する方 及び 

   61 歳～63 歳で退職（年金の組合員資格を喪失）する方 

 ／ 年齢は令和５年 3月末時点 
          （ 再任用フルタイム勤務から短時間勤務への変更を含む ） 

・昭和 38年 4月 2日以後生まれの方 

・昭和 34年 4月 2日～昭和 37年 4月 1日生まれの方 

 
（手続きの流れ） 

① 退職予定の方は「退職（予定）者カード」※ を公立学校共済組合大阪支部 年金グループに提出 

（郵送・逓送 又は FAX 可）してください。 
    

※「退職（予定）者カード」は、公立学校共済組合大阪支部のホームページからダウンロードできます。  

https://www.kouritu.or.jp/osaka/  

トップページ［大阪支部について］：［様式集(諸用紙のダウンロード)］⇒［長期給付関係(年金)の様式］ 

）定予付送てあ所属所に降以月21年4和令（。いさだく照参を文知通のき続手金年る係に者定予職退   
 

② 年金グループから、「退職（予定）者カード」に記入された送付希望先に、氏名や住所などを印字

した「退職届書（共済組合提出用）」と 履歴書（様式）を 2月以降、順次送付します。 

  （注）昭和 38年 10月 1日以前生まれの方で、年金の繰上げ請求を希望する場合は申し出てください。 
 

③ 履歴書は、各教育委員会の通知に従い作成し（帳票等）、各教育委員会に提出してください。 

（退職手当の請求にも必要となります。） 

   ＜P.15 参照＞ 
    再任用フルタイム勤務を終了する際は、履歴書の作成は不要です。 
 

④ 退職日以降に、「退職届書（共済組合提出用）」を公立学校共済組合大阪支部 年金グループに提出し

てください。 
 

提出が 
必要な方 

令和 5年 3月の退職で公立学校共済組合の一般組合員資格を喪失する者 ※１ 

（例）R5.4 以降の勤務：就職しない、再任用短時間勤務へ変更、臨時的任用職員、

民間就職など 

提出が 
不要な方 

令和 5年 4月以降も引き続き公務員の共済組合の一般組合員資格を有する者 

(例) R5.4以降の勤務：再任用フルタイム勤務、任期付職員 ※２、転出者※３ 

※１ 任意継続組合員は、短期給付（医療保険）のみの制度なので、「退職届書」の提出は必要です。 

※２ 任期付職員（育児休業、配偶者同行休業代替）は、退職後 9日以内に同じ任命権者に採用される場

合、資格が継続されますので、「退職届書」の提出は不要です。 

※３ 転出者は P14 を参照してください。 

 
⑤ 登録が完了しますと、公立学校共済組合本部から「年金待機者登録通知書」及び「年金待機者と

なられた皆さまへ」のリーフレットが届きます。（ 所要期間：退職届提出後 約 6 か月～12 か月程度 ） 
     「年金待機者登録通知書」には、今後の問い合わせの際に必要となる待機者番号が記載されてい

ますので、大切に保管してください。 
   （注）退職後６か月以内に年金の支給開始年齢に到達する場合は年金待機者登録を省略します。 
 

⑥ 年金受給開始年齢になる直前に、公立学校共済組合本部から年金請求書などの案内が自宅に届き

ます。 

ただし、退職後に、他の厚生年金制度に加入された場合は、最後に加入した年金実施機関（日本

年金機構や各共済組合等）から請求書類が届きます。 ＜P.17 参照＞ 

臨時的任用職員で退職する方は P.13 
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３．64 歳～65 歳で退職（年金の組合員資格を喪失）する方  
／ 年齢は令和 5年 3月末時点 

         （ 再任用フルタイム勤務から短時間勤務への変更を含む ） 

昭和 32 年 4 月 2 日～昭和 34 年 4 月 1 日生まれの方 
 
（手続きの流れ） 

① 退職予定の方は「退職（予定）者カード」※ を公立学校共済組合大阪支部 年金グループに提出 

（郵送・逓送 又は FAX可）してください。 

    

提出が 
必要な方 

令和 5年 3月の退職で公立学校共済組合の一般組合員資格を喪失する者 ※１ 

（例）R5.4 以降の勤務：就職しない、再任用短時間勤務へ変更、臨時的任用職員、

民間就職など 

提出が 
不要な方 

令和 5年 4月以降も引き続き公務員の共済組合の一般組合員資格を有する者 

(例) R5.4以降の勤務：再任用フルタイム勤務、任期付職員 ※２、転出者※３ 

※１ 任意継続組合員は、短期給付（医療保険）のみの制度なので、「退職届書」の提出は必要です。 

※２ 任期付職員（育児休業、配偶者同行休業代替）は、退職後 9日以内に同じ任命権者に採用される場

合、資格が継続されますので、「退職届書」の提出は不要です。 

※３ 転出者は P.14 を参照してください。 
 

※「退職（予定）者カード」は、公立学校共済組合大阪支部のホームページからダウンロードできます。  

https://www.kouritu.or.jp/osaka/  

トップページ［大阪支部について］：［様式集(諸用紙のダウンロード)］⇒［長期給付関係(年金)の様式］ 

退職予定者に係る年金手続きの通知文を参照ください。（令和 4 年 12 月以降に所属所あて送付予定）  
  

 
② 年金グループから、「退職（予定）者カード」に記入された送付希望先に、次のいずれかの書類が

届きます。（ただし 65歳からの老齢厚生年金を繰下げしている場合は、退職届を送付します。） 
 

（１）老齢厚生年金（特別支給）の請求をしている場合 

年金の「退職改定請求書」を配付しますので、提出してください。在職中の支給停止を解除す

るとともに退職日までの期間を加算して年金の改定処理を行います。 

 

（注）退職後（共済組合の年金の資格喪失後）、1ヶ月以内に再度共済組合の年金の資格を取得

する場合は、「退職改定請求書」の提出は不要です。 

 
（２）老齢厚生年金（特別支給）は未請求だが、退職前に受給開始年齢に達する場合 

「年金請求書」と「退職改定請求書」を配付しますので、提出してください。受給権発生時（支

給開始年齢となる誕生日の前日）の年金裁定と、退職日までの期間を加算する改定処理を行い

ます。 
 
    （注）退職後（共済組合の年金の資格喪失後）、1ヶ月以内に再度共済組合の年金の資格を取得

する場合は、改定処理は行わず、年金裁定のみを行いますので、「年金請求書」のみ提出

してください。 

～「63 歳・65 歳定年の方（大学等）」および「65 歳の年度末で再任用フルタイム勤務が終了する方へ～ 
「退職予定者カード」の提出は不要です。   
 ≪年金手続関係の書類の送付≫ 

① 63 歳・65 歳定年退職の方（大学教授等）は、令和 5 年 2 月以降に所属所あて送付します。 
② 65 歳の年度末で再任用フルタイム勤務が終了する方は、令和 5 年 2 月以降にご自宅あてに送付します。

 

臨時的任用職員で退職する方は P.13 
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４．現在臨時的任用職員で 組退職（ 合員資格を喪失）する方 

   令和 4 年 10 月から被用者保険（健康保険・厚生年金）の適用範囲拡大にあわせて、

臨時的任用職員※の方の加入する年金制度が公立学校共済組合（第 3 号厚生年金）から

日本年金機構（第 1 号厚生年金）に変更になりました。 
   その為、令和 4 年度末退職（資格喪失）に伴う、公立学校共済組合への年金関係の

届出は不要となります。 
   日本年金機構が案内している退職の際の手続きについて、参考までにホームページ

アドレスを記載させていただきます。 
 
⇒https://www.nenkin.go.jp/service/scenebetsu/shushoku.html 
 
※育児休業・配偶者同行休業代替の任期付職員の方は P.9～P.12 をご覧ください。 
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５．他府県の公立学校共済組合や他の公務員共済組合へ異動する方 

退職後、引き続き、国や他の自治体の公務員として採用され、他府県の公立学校共済組合や他の公

務員共済組合に加入する場合は、「転出届書」を提出してください。それにより、新たに加入する共

済組合に年金記録が引き継がれます。 
 ※大阪支部で一般組合員（健康保険・年金とも公務員共済に加入）の資格を喪失し、引き続き、一般

組合員資格を取得する場合のみが対象となります。臨時的任用職員、非常勤職員等短期組合員とし

て採用される場合は、P.10 以降の手続きが必要です。  
 
（例） 

勤 務 先 加入する共済組合 加入する年金制度 
知事部局への異動 地方職員共済組合へ転出 地共済厚生年金（第３号） 
他の都道府県の公立学校教職員 公立学校共済組合の他支部へ転出 地共済厚生年金（第３号） 
市町村の教育委員会等の職員 市町村職員共済組合へ転出 地共済厚生年金（第３号） 
大阪府警察本部に勤務 警察共済組合へ転出 地共済厚生年金（第３号） 
国立の学校教員等 国家公務員共済組合へ転出 国共済厚生年金（第２号） 

 
（手続きの流れ） 

① 履歴書は、各教育委員会の通知に従い作成し（帳票等）、各教育委員会に提出してください。 

   引き続くことで退職手当が出ない場合、年金用の 2部のみ必要となります。＜P.15 参照＞ 
 

② 退職日以降に、「転出届書」を公立学校共済組合大阪支部 年金グループに提出してください。 
 

※「転出届書」は、公立学校共済組合大阪支部のホームページからダウンロードできます。  

https://www.kouritu.or.jp/osaka/  

トップページ［大阪支部について］：［様式集(諸用紙のダウンロード)］⇒［長期給付関係(年金)の様式］ 

 

( 参 考 ) 

６．国民年金への加入 

 60 歳未満で退職し、再就職などで年金制度へ加入しない場合は、60 歳に達するまで、国民年金第１

号被保険者として国民年金に加入する必要があります。 
 
 ※任意継続組合員となる場合にも、国民年金への加入が必要です。任意継続制度に、年金制度は 
  入っていません。 
 

７．国民年金への加入（配偶者） 

  国民年金第３号被保険者資格喪失後の届出の手続きについて 

 組合員が退職（又は65 歳に到達）したことにより、扶養されていた配偶者（20 歳以上 60 歳未満の者）は、

国民年金第３号被保険者の資格を喪失することになります。組合員が退職後年金制度に加入しない場合

は、速やかに手続きをしてください。 
＜ 手続きは、P.67 を参照してください。＞ 
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各市町村

教委 
任命権者 

＜大阪府教育庁＞

任命権者 
＜大阪府教育庁＞

任命権者 
＜各市町教委＞ 

 履歴書の作成  

 

 退職の際には、退職手当の請求や年金請求の手続きのための履歴書の作成、提出が必要になります。 

作成は４部（年金用に２部、退職手当の請求のために１部、任命権者の控えに１部）です。 

履歴書については、各市町村教育委員会 又は大阪府教育庁への退職手当の請求関係にあわせて作成

していただき、下記のとおり提出願います。 
また、他共済や他支部へ「転出」する場合も、履歴書の作成が必要となります。 

 

※ 履歴書の作成方法や部数、提出時期などについては任命権者により異なります。詳細については、

各教育委員会からの通知にしたがってください。 
⇒よくある質問【1】（1）Q03 参照 

 
 
基本的な履歴書の流れ 
 
（１）市町村立学校が最終所属の方  ＜府費負担教職員に限る＞ 

   ※ただし豊能地区３市２町（豊中市・池田市・箕面市・豊能町・能勢町）立の学校は除く 
 
 

 
 
 
 
 
（２）上記を除く学校及び幼稚園が最終所属の方 

  
① 大阪府立学校 

 

 
 
 
 

・大阪市立小中学校・高等学校・幼稚園等 …大阪市は市教委が作成。（退職手当請求には別途必要） 

②    ・堺市立小中学校・高等学校・支援学校・幼稚園等 …堺市は市教委が作成。 

       ・豊能地区３市２町（豊中市・池田市・箕面市・豊能町・能勢町）立小中学校・幼稚園等 

・岸和田市立産業高等学校・東大阪市立日新高等学校＜市費負担＞ 

     ・市立幼稚園・こども園 

 
 
 
 
 

 

公立学校共済組合大阪支部のホームページに、履歴書の記入要領、様式、記入例を掲載しています。 

https://www.kouritu.or.jp/osaka/  

トップページ［大阪支部について］：［様式集（諸用紙のダウンロード）］⇒［長期給付関係（年金）の様式］ 

 

公立学校共済組合 
大阪支部 

組合員 
【履歴書】 

最終 
所属所長 

公立学校共済組合 
大阪支部 

組合員 
【履歴書】 

最終 
所属所長 

公立学校共済組合 
大阪支部 

組合員 
【履歴書】 

最終 
所属所長 
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イ
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※
２
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、
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【４】年金請求時の手続き 
 

１．ワンストップサービスの導入 

被用者年金制度一元化によるワンストップサービスが導入され、年金相談や請求書等の提出はすべて

の窓口（年金事務所や各共済組合等）で対応ができるようになりました。（障害給付は除きます） 
 

２．年金請求書の案内（事前送付） 

老齢厚生年金（特別支給 又は本来支給）の支給開始年齢になる直前に、年金請求書などの案内が、直

近に加入していた厚生年金実施機関※（日本年金機構や共済組合など）から届きます。 

                ※退職後、国民年金に加入しても、厚生年金制度ではないので関係ありません。 
 

（年金請求書送付元の一例）                      〈令和 5 年 3 月現在〉 
退職後の勤務 
（受給権発生時の

直近） 

・再任用の短時間勤務

 
・民間会社での勤務 

・再任用フルタイムの

勤務（現職組合員） 
 

 
就職しない 

 
私立学校勤務 

加入する 
厚生年金の区分 

第１号： 
一般厚生年金 

第３号： 
地共済厚生年金 加入なし 第４号： 

私学共済厚生年金

  ↓ ↓  ↓ ↓ 

請求書の事前 
送付元 

日本年金機構 
公立学校共済組合 
（大阪支部） 

公立学校共済組合 
（本部） 

私学共済 

 

３．年金請求書の提出 
 
 ・厚生年金の加入歴が、複数の実施機関にまたがっていたとしても、１か所に請求することですべて

の厚生年金期間の年金請求をしたことになります。 
 
 ・請求書の提出はどこの窓口でも可能ですが、基本的には送付元に請求（郵送）するのが効率的です。 
 
・最初に受付けた実施機関が他の実施機関に請求書等を電子回付します。年金の裁定と支給について

は、第１号から第４号の実施機関が各々の加入期間に応じて別々におこないます。 
 

 ・再就職や給料額の把握を、各実施機関で連携して行う必要があるため、年金の裁定と支給には一元

化前より時間を要しています。 
 
 
加入する 
厚生年金 
の区分 

民間会社の勤務 
公務員の共済組合に加入した期間 

私学教職員の期間 
国家公務員 地方公務員 

第１号： 
一般厚生年金期間 

第２号： 
国共済厚生年金期間

第３号： 
地共済厚生年金期間 

第４号： 
私学共済厚生年金期間

請求書の 
提出窓口 

・年金事務所 
・各共済組合 
・私学共済事務所 

年金の裁定 日本年金機構 共済組合（最終に所属する共済組合） 私学共済 

年金の支払 日本年金機構 共済組合（     〃      ） 私学共済 
 

原則、どこでも受付可能となります。 
＊年金相談や各種届出などの多くが、どの窓口でも 

対応できるようになります。 
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 トピックス①  年金請求書はどういったものか 
 
・１つの請求書で、第１号から第４号の全ての厚生年金の請求をします。 
（ただし、女性の一般厚生年金（第１号）の請求は受給権発生年齢が早いので、先に案内されます。） 
 
・共済組合から送付する請求書は全２５ページで構成されています。 
 
・氏名や生年月日などの基本項目 及び厚生年金の加入歴が印字されています。 

現状、この印字された請求書を再発行することができません。再送付では、印字のない請求書になり

ますのでご了承ください。 
 
・６５歳から加算される加給年金の対象者についての記入ページがあります。 
 
・請求書の後半には機構独自項目のページ、公務員共済独自項目のページ、私学共済独自項目のページ

があります。年金の税金に係る「公的年金等の受給者の扶養親族等申告書」はそれぞれ１ページずつ

あります。 
一般厚生年金(第１号）の期間がなければ、機構独自項目のページは記入不要です。また、 
私学共済厚生年金（第４号）の期間がなければ、私学共済独自項目のページは記入不要です。 

 
・雇用保険の加入状況についての記入欄があります。 

公務員（大学の教員等一部を除く）は雇用保険の被保険者となっていませんが、定年退職後、雇用保

険適用事業所（民間企業等）に再就職すれば、「雇用保険被保険者証」をもらいますので、大切にし

まっておいてください。 
再任用教職員の方で、雇用保険法の適用を受ける場合も同様です。 

年金請求書 縮小サンプル（ 1 頁、6 頁のみ ）  
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 トピックス②  年金証書はどういったものが 
何枚発行されるのか 

 
・年金一元化後の年金証書には、下記のような名称での記載になります。 
（例）民間歴（一般厚生年金（第１号）に加入）のある男性（Ｓ36. 4. 2 生）が、６５歳で 

年金を請求して発行される年金証書の記載内容 
基礎年金番号：9450－＊＊＊＊＊＊ 

 
 〇共済組合が発行する年金証書：２枚 

 年金の種類 年金証書記号番号 基礎年金番号 及び 年金コード 
 老齢厚生年金 31－1＊＊＊＊＊＊＊ 9450 ＊＊＊＊＊＊ － 1130 

 退職共済年金 

（経過的職域） 
31－1＊＊＊＊＊＊＊ 9450 ＊＊＊＊＊＊ － 1170 

 
・厚生年金部分（２階）と職域部分（３階）で、別々に年金証書が作られます。 
・年金証書記号番号は、従前からの共済年金での独自番号です。 
・一元化後の厚生年金ルールによって、種類に応じた年金コードがつきます。 

 
〇日本年金機構が発行する年金証書：１枚 

 年金の種類     － 基礎年金番号 及び 年金コード 
 老齢厚生年金・国民年金     － 9450 ＊＊＊＊＊＊ － 1150 
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年金証書 縮小サンプル 

老齢厚生年金 
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【５】年金の概算額について 
 
 

１．「ねんきん定期便」       平成 27 年 12 月 開始  すべての公的年金が対象   

 被用者年金制度の一元化に伴い「ねんきん定期便」が毎年 1 回、誕生月の月末に届きます。 
 定期便には、年金の見込額や、これまでの加入期間が記載されています。 
 
・約４か月前の記録で作成されます。異動等でデータが反映されないことがあります。ご了承ください。 

・退職後は、加入する年金制度の実施機関から送付されます。 

 （日本年金機構が送付実施機関の判定をし、記録提供します。） 
例えば早期退職した後、国民年金に加入すれば日本年金機構から送付されます。 

・60歳以上で厚生年金の被保険者（第１号～第４号）である間は、加入実績に基づき送付されます。 

・60歳以上で公的年金制度に加入しない場合は送付されません。 
 

〇 年齢による内容の違い 
年齢区分 送付形式 見込み額等の内容 

節目年齢（59歳） 封 書 60歳まで加入を延ばした見込み額、加入履歴 

節目年齢（35歳、45歳） 封 書 加入実績での見込み額、加入履歴 
節目年齢以外：50歳以上  圧着はがき 60歳まで加入を延ばした見込み額 
節目年齢以外：50歳未満 圧着はがき 加入実績での見込み額 

 
    P. に ねんきん定期便のサンプル（50歳以上）を掲載しています。 

 
 
 

２．「地共済年金情報Ｗebサイト」        公務員共済期間のみ  

被用者年金制度一元化対応でリニューアルされた「地共済年金情報 Web サイト」は、年金加入期間

年金見込額などの年金情報を閲覧できる Web サービスです。 
閲覧するには、利用申込みが必要となります。ご利用申込み後、後日、当共済組合から郵送される 

ユーザ ID 通知書に記載されたユーザ ID と、申込み時にご自身で入力したパスワードにより閲覧できま

す。              
 なお、申込み後、ユーザ ID 通知書がお手元に届くまでには、4 週間程度かかります。 
 また、「地共済年金情報 Web サイト」は公務員厚生年金期間（平成 27 年 9 月以前の期間を含みます）

のみが掲載されています。 
 
【 利用に際しての主な注意点 】 
・利用に必要な入力項目は、基礎年金番号、氏名、生年月日、性別、住所、電話番号、パスワード 
・利用可能なインターネットブラウザは、Microsoft Internet Explorer 9.0 以上、Microsoft Edge,Google 
Chrome 47.0 以上、Firefox37.0 以上を推奨 
 
【地共済年金情報 Web サイトを利用できない方】 
・老齢厚生年金の受給開始年齢に到達している方      ・一時金全額受給期間のみを有する方 
・退職共済年金、老齢厚生年金等の年金受給者の方    ・離婚時の年金分割制度の適用を受けた方 
 
〇 利用はこちら →［https://www.kouritu.or.jp］トップページ の ピックアップコンテンツ内 
 ⇒ 年金加入記録や年金見込額を知りたいとき（地共済年金情報 Web サイトのご案内） 
⇒ 地共済年金情報 Web サイト
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【６】お問い合わせ先 
 
公立学校共済組合大阪支部 

〒540-8571 大阪市中央区大手前２丁目（府庁別館 3階） 

・年金グループ       ：06－6941－2864（直通） 

・年金（受給者）相談コーナー ：06－6944－2088（直通） 

府庁大代表:06－6941－0351 
（内線）3480、3486、3490 

 
月曜～金曜日（祝日及び年末年始を除く）

午前9時30分～正午、午後1時～午後5時 

公立学校共済組合本部 年金相談センター 

〒101-0062 東京都千代田区神田駿河台 2-9-5   03－5259－1122
月曜～金曜（祝日及び年末年始を除く） 

午前9時～午後5時30分 
 
 
 
 
 
＜参考＞大阪府内の主な厚生年金実施機関 

（第 1号）一般厚生年金 実施機関 

年金事務所 所     在     地 電  話 

天 満  1155-6536-60 51-1-4橋神天区北市阪大 1400-035〒

福 島  5581-8546-60 6-21-8島福区島福市阪大 5858-355〒

大手前 〒541-0056 大阪市中央区久太郎町 2-1-30 (船場ダイヤモンドビル 6～8階) 06-6271-7301 

堀 江  1425-1356-60 1-01-3江堀北区西市阪大 4100-055〒

市 岡  1305-1756-60 71-52-3路磯区港市阪大 3000-255〒

天王寺  1357-2776-60 6-7町院田悲区寺王天市阪大 8858-345〒

平 野  1330-5076-60 87-2-6西連喜区野平市阪大 8858-745〒

難 波  1321-3366-60 61-6-1東津敷区速浪市阪大 5858-655〒

玉 出 〒559-8560 大阪市住之江区新北島 1-2-1（オスカードリーム 4階） 06-6682-3311 

淀 川 〒532-8540 大阪市淀川区西中島 4-1-1（日清食品ビル 2・3階） 06-6305-1881 

今 里  1610-2796-60 8-1-2西里今大区成東市阪大 4100-735〒

城 東  1611-2396-60 91-8-1央中区東城市阪大 1158-635〒

貝 塚  2211-134-270 1-503塚海市塚貝 6868-795〒

堺 東  1015-832-270 32-2町瓦南区堺市堺 8700-095〒

堺 西  0097-342-270 81-2-4西町津石寺浜区西市堺 3338-295〒

東大阪  1006-2276-60 41-51-1和永市阪大東 4558-775〒

八 尾  1177-699-270 56-1丘ヶ桜市尾八 1058-185〒

吹 田  1042-1286-60 81-1-2町山片市田吹 4658-465〒

豊 中  1386-8486-60 04-3-4町の上岡市中豊 0658-065〒

守 口  1303-2996-60 )階7 内所役市口守( 5-5-2通本阪京市口守 3800-075〒

枚 方  1105-648-270 8-2-2町新市方枚 1911-375〒

 
 
 
 
（第 4号）私学共済厚生年金 実施機関 

日本私立学校振興・共済事業団 
（共済業務課） 

〒532-0004 大阪市淀川区西宮原 1-3-35 
（ 大阪ガーデンパレス４階 ） 06－6393－9701 
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日本年金機構のホームページより抜粋 
https://www.nenkin.go.jp/section/soudan/  
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